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韓国政府の財団肩代わり策は被害者の尊厳回復にはならない！ 

日本政府は強制動員を認知し、真相究明と包括的な解決をすすめよ！ 
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2023 年 3 月 6 日、韓国政府は傘下の日帝強制動員被害者支援財団が原告への債務（賠償）を肩代わり

するという解決策（第三者弁済）を正式発表した。被告企業の日本製鉄と三菱重工業への求償権は想定し

ないという。これを受けて日本政府はこれまでの内閣の立場の継承を表明した。被告企業による財団への

拠出の表明はない。代わりに日韓の経済団体で留学生支援や青年交流の促進のための「未来志向」の基金

を作るという。日本政府が判決に対抗しておこなった半導体材料輸出の規制なども解除される。 

強制動員に関する 2018 年の韓国大法院判決は、戦時の日本企業による強制動員を反人道的不法行為と

し、動員被害者の強制動員慰謝料請求権を認定したが、今回の肩代わり策は、韓国司法が確定したこの慰

謝料請求権を、韓国政府が介入して否定するものである。また、当該日本企業の謝罪や賠償はない形での

処理であり、金の支払いだけにとらわれ、被害者の尊厳の回復や植民地主義の克服の視点はみられない。

さらに日本政府による強制労働の認知はなく、日本政府が植民地統治と徴用を合法とする立場での決着で

あり、植民地支配とその下での強制労働という過去を清算することにはならない。それは被害者の尊厳を

回復するものとはならず、再び侵害することになる。強制動員問題の根本的、包括的解決にはならないの

である。 

韓国政府の肩代わり策は、日本政府が大法院判決を国際法違反、1965 年日韓請求権協定で解決済みと

し、強制労働を認知せず、判決を認めないことから出された。だが、日本政府は請求権協定の締結後も、

在韓被爆者、サハリン残留韓国人、日本軍「慰安婦」などの問題などについて対応している。強制動員の

問題も未解決であり、大法院判決をふまえて被害者の尊厳の回復に向けて対応すればよい。しかし日本政

府は強制労働の歴史否定論の立場であり、判決を履行しない。そこに問題がある。 

2005年末、国際連合の総会は「重大な国際人権法、国際人道法違反の被害者の救済と賠償に関する権利

の基本原則」を採択した。そこでは、重大な人権侵害の被害者は、真実、正義、賠償、再発防止を求める

権利を持つとされる。具体的には被害者の権利として、持続的な侵害の中断、真実の公開、行方不明の被

害者の所在の把握、遺体の調査と発掘、被害者の文化的慣例による葬儀、被害者の尊厳・名誉・権利回復

のための公的宣言や司法の判決、事実認定と責任ある公的謝罪、責任者への処罰、被害者への祈念と追悼、

各種教育での正確な記載などがあげられている。 

日本政府はこのような国際原則に従い、植民地支配と強制動員の歴史的責任をとるという立場で、強制

動員被害者の尊厳の回復に向けて行動すべきである。そのうえで、日本政府と企業は、強制動員の事実を

認知し、謝罪と賠償の姿勢を示すべきである。また、関係企業は動員被害者の尊厳回復にむけて被害者と

の協議の場を持ち、日韓両政府はその場を支えるべきである。そして、原告の被害救済とは別に、日韓政

府、日韓関係企業は強制動員被害の包括的な解決にむけて協議体を設置し、救済基金設置などを協議すべ

きである。 

われわれは、日本政府が強制動員を認知し、その真相究明と包括的な解決を契機に、真の日韓の友好を

築くことを求める。 
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